
政
令
第

号

航
空
法
施
行
令
及
び
航
空
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
航
空
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

衛
星
航
法
補
助
施
設

（
航
空
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
五
第
一
号
中

Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
距
離
測
定
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

一
万
七
千
九
百
円

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
距
離
測
定
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

一
万
七
千
九
百
円

を

に
改



」

衛
星
航
法
補
助
施
設

三
万
三
千
七
百
円

」

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

六
十
六
万
八
千
百
円

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

め
、
同
表
第
二
号
中

そ
の
他
の
場
合

十
三
万
千
四
百
円

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

六
十
六
万
八
千
百
円

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

を

に
改
め

そ
の
他
の
場
合

十
三
万
千
四
百
円

」

衛
星
航
法
補
助
施
設

七
十
四
万
七
千
八
百
円

」

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

六
十
五
万
二
千
百
円
（
電
子

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
十
五
万
千
七
百
円
）

、
同
表
第
三
号
中

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千
四
百
円
（
電
子

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て



は
、
十
一
万
五
千
円
）

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

六
十
五
万
二
千
百
円
（
電
子

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
十
五
万
千
七
百
円
）

を

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千
四
百
円
（
電
子

に
改
め
、

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
一
万
五
千
円
）

」

衛
星
航
法
補
助
施
設

十
五
万
千
五
百
円

」

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

二
十
八
万
二
百
円
（
電
子
検

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
二
十
七
万
九
千
八
百
円
）

同
表
第
四
号
中

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千
八
百
円
（
電
子

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て



は
、
十
一
万
五
千
四
百
円
）

」

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

二
十
八
万
二
百
円
（
電
子
検

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
二
十
七
万
九
千
八
百
円
）

を

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千
八
百
円
（
電
子

に
改
め
、
同

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
一
万
五
千
四
百
円
）

衛
星
航
法
補
助
施
設

十
五
万
千
五
百
円

」

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

二
十
八
万
二
百
円
（
電
子
検

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
二
十
七
万
九
千
八
百
円
）

表
第
五
号
中

を

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千
八
百
円
（
電
子

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て



は
、
十
一
万
五
千
四
百
円
）

」

「

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国

二
十
八
万
二
百
円
（
電
子
検

土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用
す
る
と
き

査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
二
十
七
万
九
千
八
百
円
）

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千
八
百
円
（
電
子

に
改
め
る
。

検
査
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
一
万
五
千
四
百
円
）

衛
星
航
法
補
助
施
設

十
四
万
七
千
円

」

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

衛
星
航
法
補
助
施
設
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
航
空
保
安
施
設
と
し
て
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
設
置

の
許
可
の
申
請
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


